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（趣旨）
[bookmark: _Hlk223437039]第１条　この要綱は、次世代の地域農業の活性化に向けた取り組みを実施する団体等へ支援することにより地域農業の振興を図るため、予算の範囲内において見附市次世代農業チャレンジ応援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、見附市補助金等交付規則（昭和３４年見附市規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）　農業者　次のいずれにも該当する者をいう。
　　ア　市内に住所を有する者
　　イ　市内に農地（農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第１項に
　　　規定する農地をいう。以下同じ。）を所有し、又は借り受けている者
　　ウ　現に農業を営み、又は当該年度内に営農を開始しようする者
（２）　農業者等が組織する団体　次のいずれにも該当する団体をいう。
　　ア　２名以上の農業者で構成されている団体
　　イ　組織の過半数が農業者で構成されている団体
　　ウ　組織及び運営に関する規約が定められている団体
（３）　農業法人　農地法第２条第３項に規定する農地所有適格法人であっ
　　　て、市内に事業所を有し、市内で主に営農活動を行うものをいう。
（４）　企業　市内に本社、本店、営業所等を構える者をいう。
　（補助対象事業）
第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、農業の持続的発展を支える担い手の育成・確保、農業の収益力強化、農業を軸とした地域活性化に向けた取り組みなど、直面する地域課題の解決にチャレンジする事業とする。
（補助対象者）
第４条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内に住所又は事業所を有し、かつ、市税を滞納していない者で次に掲げるものとする。
（１）　農業者等が組織する団体
（２）　農業法人
（３）　企業
（４）　その他市長が適当と認めるもの
[bookmark: last]（交付基準）
第５条 この補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第３条に規定する補助対象事業に必要な経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものとする。
２　補助金の交付については、	補助率は１０ 分の１０ 以内とする。
３　補助金の額は、補助対象経費から事業収入を除いた額に補助率を乗じた額のうち、予算の範囲内の額とし、交付限度額は、１申請あたり１５万円とする。
　（交付の申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、見附市次世代農業チャレンジ応援事業補助金交付申請書（様式第１号（以下「交付申請書」という。））に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
２　申請者は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による課税事業者である場合は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、同法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
（事業の着手）
第７条　補助対象事業の着手は、原則として補助金の交付の決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合は、市長に対し、見附市次世代農業チャレンジ応援事業補助金交付決定前着手届（様式第２号）及び前条第１項の規定による交付申請書を提出した後に着手しなければならない。
２　前項ただし書により、申請者が補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとする。
（交付の決定）
第８条　市長は、第７条第１項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、見附市次世代農業チャレンジ応援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により、補助金の交付の適否を決定し申請者に通知するものとする。
（交付申請の変更）
第９条　前条の規定による交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）で補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするものは、見附市次世代農業チャレンジ応援事業変更（中止）承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
２　市長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、見附市次世代農業チャレンジ応援事業変更（中止）承認（不承認）決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。
（軽微な変更）
第１０条　前条第１項ただし書の軽微な変更とは、補助事業に要する経費の配分の変更で、市補助金の額に変更がない場合又は市補助金の額が２０パーセント以内の減額となる場合とする。
（実績報告）
第１１条　補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して２週間以内又は補助金の交付のあった日が属する年度の末日のいずれか早い期日までに見附市次世代農業チャレンジ応援事業実績報告書（様式第６号）に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
２　補助事業者は、前項に規定する実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
（補助金の額の確定）
第１２条　市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、見附市次世代農業チャレンジ応援事業補助金交付額確定通知書（様式第７号）により、補助事業者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第１３条　市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
（１）　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
（２）　補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
（３）　その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。
２　市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、見附市次世代農業チャレンジ応援事業補助金返還命令書（様式第８号）により通知するものとする。
３　前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
（財産処分の制限）
第１６条　補助事業者は、本補助事業により取得した施設、設備又は機械を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
２　補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１０号）に定められた耐用年数に相当する期間内において、処分を制限された財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
（その他）
第１７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
　この要綱は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。























